
１ 同和問題（部落差別） 

（１）現状と課題 

 本市は、「同和対策事業特別措置法」施行以前から今日まで、同和問題の解決

に向けて多岐にわたる施策を進めてきた結果、一定の成果をあげてきました。

とりわけ、同和地区の実態は住環境面を中心に概ね改善されました。 

 しかし、同和問題（部落差別）の解決には至っておらず、結婚など人生の節

目での差別言動、日常生活における身近な人による差別言動など依然として存

在しています。また、差別落書きや戸籍不正取得による身元調査、同和地区か

どうかを問い合わせる事象や、インターネット上での差別を助長する行為も存

在しています。 

「市民意識調査」の結果では、「現在でも部落差別は存在していると思います

か」との問いに対して、「あると思う」が４６．６％でした。 

 また、「あなたは、最近被差別部落の人々に対する差別的な発言や行動・落書

きなどを直接見聞きされたことがありますか」については、１３．８％が「見

聞きしたことがある」と回答し、「見聞きしたもので、差別的言動を誰がしたの

か」の問いでは、「知人・友人」が２９．５％、「父母や家族」２２．７％、「近

所の人」１９．０％、「職場の同僚等」１８．６％となっています。 

「同和（部落）問題解決のために、どうしたらよいと思うか」の問いでは、「一

人ひとりが自らの差別意識を克服し、差別を解消する行動をする」が４０．０％、

「行政は学校教育、社会教育を通じて教育活動、啓発活動を積極的に行う」３

３．６％、「非民主的な社会制度や不合理な迷信、慣習を改善し人権保障と人権

意識の向上をはかる」３０．２％、「このままそっとしておけば、自然になくな

ると思う」２３．５％でした。 

このような結果を見ても、同和問題（部落差別）の解消に向けた取り組みが

求められていることがわかります。  

また、こうした中、インターネット等の情報化の進展に伴う社会状況の変化

を踏まえ、平成２８（２０１６）年１２月、「部落差別解消推進法」が施行され

ました。 

この法律には、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、相談体

制の充実を図ることや教育及び啓発を行うよう努めることと、国は、地方公共

団体の協力を得て「部落差別の実態に係る調査」を行うことが示されています。 

 

（２）施策の推進方針 

 同和問題（部落差別）の解決に向けて、教育・啓発の推進、相談体制の充実

と強化、当事者の自立支援などが必要です。 

① 市民団体や企業等と協働して、部落差別解消に向けた教育・啓発を推進し



ます。 

② 地域課題や相談ニーズを踏まえた教育・啓発を実施し、人権と福祉のまち

づくりを推進します。 

③ 具体的な差別事象や、インターネット等の情報化の進展に伴った部落差別

に関する状況の変化に対応するための教育・啓発のあり方について調査研究

を行います。 

④ 差別を受けた被害者に寄り添った心理的ケアと自立支援を行うため、相談

体制の確立や相談員の人材育成等に取り組みます。 

⑤ 戸籍等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害の防止を図

ることを目的とした「本人通知制度」の周知を図っていきます。 

 


